
令和８年度 就学奨励費のお知らせ

所得確認書類提出専用URL※: https://logoform.jp/form/sQhE/1511557 ※令和８年６月１日から公開となります。

※令和7年1月から令和7年12月末にかけて、日本国外に在住期間のある方は提出が必要です。
※該当する方は、区HPにて様式をご確認ください。

※生活保護や就学援助を受けている方は、それぞれの制度により費用の支給を受けられるため、就学奨励の対象となりません。

３．就学奨励の申請手続き

（１）申請方法

下記申請フォームURLまたは右記二次元コードから電子申請してください。

（２）申請書類及び申請期限※

　下表１及び２は申請希望者全員、３～５は該当者のみが提出となりますので、よくご確認ください。

申請方法（3・4）

「カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号」が記載されたページ（電子データ）を申請してくだ
さい。

※上記「２．就学奨励の対象（３）」に該当し、家計急変申請を希望する方は提出が必要です。

所得確認書類提出専用電子フォームからご申請ください。

日本国外の収入内訳書

提出期限（5） 令和８年６月２６日（金）
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本申請URL: https://logoform.jp/form/sQhE/1366211

　※令和８年４月８日以降に就学奨励の対象となった場合、ご案内時期及び提出期限が異なります。
　　詳細は対象の世帯へ別途郵送にてお知らせいたします。

申請期限（1・2） 令和８年５月２６日（火）

申請方法（1・2）

台東区教育委員会

１．就学奨励制度について

　就学奨励は、お子さまの特別支援学級等への就学・通級を奨励するために、通学交通費等に掛かる費用の一

部を助成し、ご家庭の経済的負担を軽減する制度です。申請を希望される方は、以下の内容をよくご確認のう

え、お手続きをお願いいたします。

２．就学奨励の対象

　台東区に住んでいて、台東区立または国公立小・中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）に就学

する、下記（１）～（４）のいずれかに該当する児童・生徒がいる世帯が対象となります。

※該当する方は、区HPにて様式・申請方法をご確認ください。

希
望
者
全
員
提
出

1
就学奨励費受給申請書
兼口座振替依頼書

（電子申請）

（１）特別支援学級（固定学級）に在籍している方

（２）通級指導学級を利用している方

（３）特別支援教室を利用している方

（４）通常の学級に在籍しており、学校教育法施行令第２２条の３に規定する障害の程度に該当する方

　※就学奨励制度は、令和７年中の世帯全員の所得金額によって、支給を受けられる費目が変わります。

　 （「５．支給費目一覧について」参照）

申請期限（3・4） 令和８年６月２６日（金）

  ① 令和８年１月２日以降に区外から転入した方

  ② 台東区外に住民登録がある方（単身赴任等）
該当者（申請必須）

本申請電子フォームからご申請ください。

2

振込口座に関する書類
（通帳・キャッシュ

カード等）※
※就学奨励制度の趣旨をふまえ、振込先は原則申請する保護者名義の口座となります。
　ただし児童・生徒本人名義の口座を学納金の振込口座へ指定している場合、同口座を就
　学奨励の振込口座へ指定することができます。（例：申請する保護者名義が母の場合、
　指定する口座は母名義の口座としてください。）

該
当
者
の
み
後
日
別
途
提
出

令和８年度 住民税
 課税･非課税証明書※

※①・②に該当する方は、令和8年1月1日時点に住民登録のある市区町村が、同年6月上旬頃
　に発行する ｢令和8年度 住民税 課税･非課税証明書」の提出が必要です。
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5
就学奨励家計急変申請に

かかる申立書※

※令和８年中の収入を証明する書類等の提出が必要になります。詳しくはお問い合わせ下さい。

＜ 本申請 ＞ ＜ 所得確認書類提出専用 ＞
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【支給費目一覧表】

 学用品費・
 通学用品費(月額)

8月末
（4～7月分）

12月下旬
（9～11月分）

3月中旬
（12～3月分）

 新入学学用品費
（※１）

8月末

校外活動費（※２）
(小)全学年

1年200 2年250
3年250 4年350
5年350 6年1,050

（※３）

（※３）

(小中)全学年
通常取りうる経路及び方法により
発生する交通費

8月末
12月下旬
3月中旬(中)1年 81,000

 給食費(※６) (小中)全学年 実費の１／２ （※３）(中)全学年
1年350 2年750

3年1,600

(中)1年

(中)2・3年 1,565

(小)1年 714

 修学旅行費（※３）

 職場実習交通費
（※５）

(中)3年
学校から実習を行う事業所まで
の、通常取りうる経路及び方法に
よる交通費

６．令和８年１月１日現在で台東区に住民登録がある方の所得確認について

※２・３・６ 台東区立小中学校在籍者は、別事業にて支援しているため対象外となります。台東区立以外の小中学校

　　 している場合は支給対象外となります。(他自治体で受給済の場合も含む）
※１ 新入学学用品費は４月時点で認定されている方のみが支給対象となります。ただし、入学準備金を入学前に受給

※４・５ 特別支援学級在籍者・在籍校外の通級指導学級在籍者が対象となります。通級経路等について、本申請電子

    　　 　　費用負担があった場合は、3月中旬に支給いたします。

　　 　　フォームより申請が必要となります。

　令和８年１月１日現在で台東区に住民登録をされている方は、住民税の課税内容から、令和７年分の所得情

報を確認いたしますので、『課税・非課税証明書』の提出は不要です。税の申告が済んでいない場合は審査が

できませんので、収入の有無にかかわらず、税務署または区役所の税務課で申告をしてください。

　また、申告内容修正などにより令和７年分の所得が変更になった場合は、再度審査を行いますので、必ず連

絡してください。

12月下旬

(小)1年 64,300
 通学交通費（※４）

４ 人 父44才、母41才、子13才、子11才 約７３２万円

奨　励　費　目 対　象 金　額 (円) 支給時期 奨　励　費　目 対　象 金　額 (円) 支給時期

※住民税の課税の基礎となった世帯全員の総所得金額及び退職所得金額等から、雑損、社会保険料、小規模企業共済等掛金、
生命保険料、地震保険料、ひとり親・寡婦控除の控除額の合計額を引いた額をいいます。

（小）実施学年

台東区就学援助実施要綱で定め
る、修学旅行に係る交通費・宿泊
費・見学料等の経費の１／２
※上限22,675 8月末

または

12月下旬

(小)2～6年 859

1,385
（中）実施学年

台東区就学援助実施要綱で定め
る、修学旅行に係る交通費・宿泊
費・見学料等の経費の１／２

（例）基準額は目安であり、家族構成、年齢などにより異なります。
世帯人員 世帯・年齢構成の例 認定基準額（目安）

３ 人 父44才、母41才、子13才 約６３４万円

５．支給費目一覧について（※対象費目・金額・支給時期等は変更となる場合があります。）

（１）令和７年中の世帯の所得金額（※）が、教育委員会の定める認定基準額未満の方

　　　下表に記載のある全ての費目が支給対象となります。

（２）令和７年中の世帯の所得金額が、教育委員会の定める認定基準額以上の方

      下表に記載のある費目のうち「通学交通費」「職場実習交通費」のみが支給対象となります。

      ただし、対象となる交通費が発生しない場合は、支給費目はございません。

（３）口座振込時期　　　 … ８月末頃、１２月下旬頃、３月中旬頃 の予定(※)

　※ 台東区立以外の小中学校在籍者は、令和９年３月中旬頃に一括振込の予定です。

　※ 希望者全員が提出する書類（1・2）の申請期限以後に申請した場合、申請月もしくは認定要件の確認が
　　 取れた月以降の支給となります。

４．審査結果のお知らせや口座振込時期の目安について

（１）申請結果通知の送付 … ７月中旬頃、以降随時

（２）支給通知書の送付　 … ８月末頃、１２月中旬頃、３月上旬頃 の予定(※)

－2－



就学奨励は、就学援助とは別制度になりますので、別途申請手続きが必要になります（既に就学援助の認定を
受けている場合を除く）。就学援助と就学奨励を両方申請している方で、就学援助が認定となった場合は、
該当する費目について、就学援助費より支給いたします。

振込先は、申請時にお示しいただいた金融機関です。電子フォームの申請内容確認画面より確認をお願いいたします。
お電話にて、口座に関するお問い合わせにはお答えできません。なお、振込は必ず通帳記帳によりご確認ください。
また、学校納付金の滞納で振込先が学校長口座となっている場合は、学校へお問い合わせください。

支給額が記載された支給通知書を振込前に送付いたしますので、そちらをご確認ください。

就学奨励は、原則前年の所得金額により審査します。「収入が無い」という確認ができないため、
区役所税務課で申告をしていただく必要があります。

就学奨励変更申請専用フォームより、変更された内容を申請してください。

９．問い合わせ先

　〒１１０－８６１５　台東区東上野４－５－６ 台東区役所６Ｆ①番窓口
　台東区教育委員会 学務課学事係 　(５２４６)１４１２(直通)

　　  理由を記入してください。住民登録上別世帯に同一生計の方がいる場合（保護者が単身赴任、もしくは親族を
　　  遠隔地扶養しているときなど）は、世帯員の氏名欄に記入し、別途住所をご記入ください。

（４）世帯構成の変更があり、世帯員の増減があった場合や申請者が変更となる場合は、再申請が必要です。
　　  再申請後の所得額が認定基準額を超過する場合、世帯構成変更事由発生の翌月分より支給内容が変更になります。

（５）就学奨励費は学校に支払う費用が免除になるものではありません。学校に支払う費用は、必ず各学校で指定された
　 　 期限までに納入してください。

　  　の申請においては、事情をお聞きするとともに、居住の確認などもさせていただくことがあります。不正に受給し

　  　ていることが明らかになった場合は、既に受け取った費用の返還や、台東区における就学自体について適正な対応

　  　を行うことがあります。

（３）世帯員の氏名欄には、住民登録上の世帯員全員を記入してください。世帯構成は住民登録によりますが、
　　  住民登録上同一世帯に別生計の方がいる場合は、「備考欄」に氏名と生計が別であることがわかるように具体的な

（Ｑ３）支給額はいくらになりますか？

（Ｑ４）無収入（または収入が少ない）ですが、住民税申告は必要ですか？

（Ｑ５）世帯状況が変わり、振込口座名義・世帯員の数が変更となった場合どのようにすればよいですか？

８．その他注意事項

（１）特別支援学級から通常学級への転学・通級指導学級の退級・特別支援教室の利用終了、台東区外へ転出した

　　　場合は受給資格がなくなります。台東区外へ転出した場合は転出先の教育委員会で申請してください。

（２）住民登録だけを台東区に置き、区外から通学している場合や、不自然なひとり親家庭での転入等による就学奨励

（Ｑ２）就学奨励費が振り込まれていません。

（Ｑ１）すでに就学援助を申請しておりますが、就学奨励の申請手続きも別途必要になりますか？

７．よくある問い合わせ内容 －2－

＜ 変更申請専用 ＞


